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第４章 高齢者保健福祉施策の推進 

【基本目標１】自立支援・介護予防等による健康な暮らしの実現 

高齢者の健康な暮らしの実現に向け、市民の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間）の延伸に向けた施策や、自立支援・介護予防・重度化防

止に向けた取組を実施します。 

生活機能全体の向上による生活の質的向上を図るほか、地域住民同士のつながりの醸成

や、それぞれが主体的に活動できる地域づくりを意識することで、心身ともに健康的に生

活し続けることができるよう支援を行います。 

●生活習慣病の予防・早期発見に向けて、がん検診や特定健康診査・特定保健指導などを

実施し、より多くの人が受診できるよう受診勧奨や普及啓発、受診料の負担軽減に取り

組みます。 

●介護予防・日常生活支援総合事業では、要介護状態になることをできる限り防ぐこと、

又はそのような状態になっても悪化を防止することにより、自立した生活が続けられる

ことを目的に、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、多様

なサービスを組み合わせ、効果的かつ効率的な支援を進めていきます。また、住民等の

担い手による訪問型・通所型サービスなど、多様なサービス提供に向けた体制づくりを

継続します。 

●一般介護予防事業において、介護予防教室や講演会等の開催、パンフレット等の配布に

より介護予防（フレイル予防）に効果的なの普及啓発を行っていきます。また、人と人

とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりに取

り組んでいきます。 

事業

NO 
施策・事業名 事業概要及び目的 担当課 

01 各種がん検診の実

施と普及啓発 

胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診を実施し、がんの早

期発見と定期受診の普及啓発に取り組む。 

健康支援課 

02 肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及するととも

に、肝炎の早期発見・早期治療につなげ、がん予防を図

る。 

健康支援課 

03 ピロリ菌検査・除菌

の推進 

胃がん、慢性胃炎及び胃・十二指腸潰瘍等の主な原因

となるピロリ菌を検査を実施する。 

健康支援課 

04 受動喫煙防止対策

の推進 

苫小牧市受動喫煙防止条例の普及・啓発を行い、受動

喫煙防止対策への市民理解を促進する。また、受動喫煙

防止対策に取り組む店舗や施設等への支援を行い、受

動喫煙のないまちを目指す。 

健康支援課 

基本的な方向性 

具体的な施策等 
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05 特定健康診査・特定

保健指導の実施と

普及啓発 

40 歳以上の国保加入者を対象に、生活習慣病予防を

目的として特定健康診査を実施し、必要な対象者に特

定保健指導を行う。 

また、30歳以上の国保加入者や後期高齢者医療の被

保険者を対象に人間ドックと同等の内容である「GOGO

健診」を実施するほか、受診率向上を図るため、受診勧

奨及び普及啓発に取り組む。 

保険年金課 

健康支援課 

06 各種ドック助成事

業 

健康意識の高揚を図るとともに、疾病の早期発見、早

期治療に役立てるため、脳ドックやPET/CTがん検診を

実施する。 

保険年金課 

07 糖尿病性腎症等の

重症化予防事業 

特定健康診査や医療のデータに基づき、かかりつけ

医と連携しながら、未受診者への受診勧奨や生活習慣

改善のための保健指導を行い、糖尿病性腎症等の重症

化予防を図る。 

保険年金課 

健康支援課 

08 ヘルスプロモーシ

ョン事業 

市民が健康を意識し、能動的かつ継続的に健康づく

りに取り組むため、各種健康教室を実施する。（指定管

理者：（一財）ハスカッププラザ） 

健康支援課 

09 歯周病検診 健康を維持し、食べる楽しみを継続できるよう歯の

喪失予防のために実施する。 

健康支援課 

10 こころの体温計及

びこころの相談窓

口の普及 

こころの体温計（心のセルフチェック）の利用を促進

し、こころの相談窓口について普及啓発を行う。 

健康支援課 

11 ゲートキーパー養

成講座 

市民や企業等を対象に、悩んでいる人に気づき、声を

かけ、傾聴し、必要な支援につなげて見守る「ゲートキ

ーパー」を育成する。 

健康支援課 

12 こころの相談日 相談しやすい環境を整え、保健師や精神保健福祉士

等がこころの悩みや不安に関する相談に応じること

で、相談者の不安等の解消を図る。 

健康支援課 

13 介護予防・生活支援

サービス事業 

要支援者等の対象者に対し、多様なサービスを提供

する体制の整備を推進するとともに、適切なサービス

が提供されるよう支援を行う。 

多様なサービスによる効果的な支援を行うことによ

り、要介護状態になることを予防し、住み慣れた地域で

自立した生活を続けられるよう支援する。 

【取組項目】 

○訪問型サービス 

○通所型サービス 

○介護予防ケアマネジメント 

介護福祉課 
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14 一般介護予防事業 閉じこもりなど何らかの支援を要する者を把握し介

護予防活動につなげる。地域においては、住民主体の介

護予防活動の育成・支援を行うとともに、リハビリテー

ション専門職等の関与を促進し、地域における介護予

防の取組を機能強化する。 

住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつなが

りを通じて、通いの場が継続的に拡大していくような

地域づくりを推進し、要介護状態になっても生きがい・

役割を持って生活できる地域の実現を目指す。 

また、保健部門と連携し、一体的に介護予防を推進す

る。 

【取組項目】 

○介護予防把握事業 

○げんき倶楽部 

○地域介護予防教室 

○介護予防講演会 

○介護予防講師派遣事業 

○地域リハビリテーション活動支援事業 

○介護支援いきいきポイント事業 

○シルバーリハビリ体操指導士養成講座 

介護福祉課 

15 地域自立生活支援

事業 

おおむね65歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯

で、心身及び生活環境上の理由等で調理が困難で栄養

改善が必要と認められる方に、栄養バランスの取れた

夕食を宅配し、安否を確認する。 

在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることがで

きるよう、「食」の自立及び栄養改善の観点から給食サ

ービスを実施し、高齢者等の健康と福祉の増進を図る。 

介護福祉課 

16 ふれあい収集 日常的にごみ出し支援を必要とする要介護者等を対

象に、戸別に訪問しごみの回収を行うとともに、安否確

認を実施する。 

ゼロごみ推進

課

17 高齢者の学びの支

援と学習機会の充

実 

長生大学など高齢者の学習機会の充実・支援に努め

るとともに、高齢者の知恵と経験を生かした世代間交

流を促進する。 

高齢者の社会参加による生きがいづくりや介護予防

の促進と地域社会の教育力の向上を図る。 

生涯学習課 

18 車いすの貸出し 一時的に車いすが必要となった方を対象に無料で車

いすの貸出しを行うことにより、社会参加の支援や緊

急時の対応など利用者の利便性の向上を図る。 

社会福祉協議

会 
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19 緊急通報システム

設置事業 

急病時・緊急時に対応が困難なひとり暮らしの高齢

者等を対象に、緊急通報装置等を貸与する。また、月に

一度のコールセンターからの声かけや、24時間対応の

健康相談を利用可能とすることにより、ひとり暮らし

の高齢者等が地域で自立し、安心して暮らせる環境の

一助とする。 

総合福祉課 

20 ふれあいコール事

業 

ひとり暮らし等で日常の安否が気遣われる高齢者

に、相談員が定期的に電話をかけて安否の確認や励ま

しの声かけを行い、その声かけの中で悩みや困りごと

などを傾聴することにより、日常生活での不安の軽減

を図る。 

総合福祉課 

21 愛の一声運動 ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯で、安否確認

が必要と認められる方を対象に、市内の乳酸菌飲料販

売会社の協力を得て、販売員が声をかけながら乳酸菌

飲料を届けることで、安心な生活の継続を支援する。 

社会福祉協議

会 

22 老人クラブ活動の

支援 

老人クラブ及び連合会の演芸、スポーツ、社会奉仕活

動、健康づくり等の活動に対する支援を行うことによ

り、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがい・健康づ

くりのための多様な社会活動を通じて、老後の生活を

豊かなものとするための一助とする。 

総合福祉課 

23 高齢者交通費助成

事業 

満 70歳以上の高齢者に対し、１乗車につき100円で

利用できる高齢者優待乗車証の交付及び１か月 2,000

円で月内に回数制限なく乗車できるフリーパスの販売

を行い、交通費を助成することにより、高齢者の社会活

動への参加を促す。 

総合福祉課 

24 高齢者支援事業 町内会等が実施する高齢者の健康や福祉の増進に関

わる事業費の一部を助成する。また、年齢の節目に達し

た方に敬老祝金を贈呈する。 

高齢者を敬い、活動を支援することで、高齢者の生き

がいづくりを推進する。 

総合福祉課 

25 高齢者福祉センタ

ーの利用促進 

健康の増進、教養の向上及びレクリエーションなど、

高齢者の活動の場として、高齢者福祉センターの利用

を促進し、多様な活動の場を提供することにより、高齢

者の社会活動への参加を促し、明るい長寿社会づくり

を目指す。 

総合福祉課 

26 雪かきボランティ

ア事業 

高齢等の理由により自ら除雪を行うことが困難で、

他の支援も見込めない世帯等を対象に、ボランティア

の協力を得て除雪の支援を行う。 

ボランティアによる除雪支援を通して地域へ助け合

いの心を広め、高齢者等の安心・安全な生活確保の体制

づくりを推進する。 

総合福祉課 
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27 ふれあいサロンの

推進 

地域住民同士の関係づくりや住民参加の機会として

「ふれあいサロン」の開設を呼びかけ、気軽に地域の住

民同士が集うことで地域内での居場所や役割づくりの

支援を行う。 

また、ふれあいサロンの開設や運営のサポートを通

じて、地域住民同士の信頼関係を築くことで、地域内で

の生活を支援する。 

社会福祉協議

会 

28 高齢者の雇用に関

する啓発 

市内事業所に対し、広報等を利用し「高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律」や支援制度について周知し、

高齢者の雇用・就業を支援する。 

工業・雇用振

興課 

29 シルバー人材セン

ターの支援 

高齢者の生きがいづくりの場や就業の機会を提供す

る苫小牧市シルバー人材センターを支援することによ

り、高齢者の就業機会の拡大を図る。 

工業・雇用振

興課 

指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定健康診査受診率 （単年度） 46％ 48％ 50％ 

特定保健指導実施率 （単年度） 32％ 36％ 40％ 

脳ドック受診者数（国保） （単年度） 190人 190 人 190 人 

脳ドック受診者数（後期） （単年度） 100人 100 人 100 人 

PET/CTがん検診受診者数 （単年度） 100人 100 人 100 人 

受診勧奨後受診率 （単年度） 50％ 50％ 50％ 

かかりつけ医と連携して設定した目標達成率  

（単年度） 
50％ 50％ 50％ 

糖尿病未受診者の受診勧奨率 （単年度） 100％ 100％ 100％ 

こころの相談（電話相談件数） （単年度） 60件 60件 60件 

こころの相談日（来所者数） （単年度） 24人 24人 24人 

介護支援いきいきポイント事業活動人数 （累計） 2,500人 2,650人 2,800人 

シルリハサロン数 （累計） 5か所 10か所 15か所 

在宅高齢者給食サービス配食数 （累計） 91,000食 93,000食 95,000食 

緊急通報システムの新規設置台数 （単年度） 65台 65台 65台 

主な評価指標 
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【基本目標２】安心と信頼の介護保険制度の推進 

介護保険制度の理念に即し、個々の状態にあわせて必要なサービスが適切に提供される

体制を構築するため、多様なサービスの充実を図るとともに、介護給付等費用適正化事業

の推進等により、介護保険制度の円滑な運営の確保に努めます。 

また、介護サービスを安定的に提供できるよう、介護人材の育成や人材確保に向けた取

組のほか、介護現場の負担軽減に関する取組を進めます。 

●認知症の人を含め、要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域での生活が続けら

れるよう、地域密着型サービスの提供や在宅と施設の連携、地域における継続的な支援

体制の整備を進めます。 

●働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や介護負担軽減の必要性

を踏まえて、介護サービスの提供体制の充実を図ります。 

●必要な介護サービスが提供されるよう、介護人材の確保に向けた取組を継続するととも

に、介護ロボットやＩＣＴの活用など、介護現場の負担軽減に関する取組を進めます。 

●要介護認定者の増加や介護サービスの利用状況、待機者等の動向を踏まえ、特別養護老

人ホーム及び地域密着型サービスの施設整備を行います。 

事業

NO 
施策・事業名 事業概要及び目的 担当課 

01 地域密着型サービ

ス事業所等への指

導・支援 

地域密着型サービス事業所等に対し、実地指導及び

集団指導を実施するとともに、事故発生報告や苦情対

応を通し、適宜指導・助言を行うことにより、事業運営

の適正化を図る。 

また、ケアマネージャー連絡会の研修や自主活動の

支援により相互の能力向上を図り、ケアマネジャーの

資質向上を目指す。 

【取組項目】 

○実地指導及び集団指導 

○ケアマネジャーの質的向上 

○事業所の育成支援 

○事業所における事故防止対策 

○利用者の苦情対応 

介護福祉課 

基本的な方向性 

具体的な施策等 
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02 利用者等への情報

提供の充実 

介護保険・高齢者サービスガイド、リーフレットやホ

ームページなどにおいて、介護サービス事業所や高齢

者住宅等の情報提供を行う。また、要介護認定有効期間

終了日が近づき更新申請をされていない方に対して、

文書通知を行う。 

住民に対して、介護サービスに関することや介護サ

ービス事業所、高齢者住宅について情報を充実させる

ことで、適正なサービス利用につなげるとともに、介護

サービスの利用が継続されるよう支援する。 

【取組項目】 

○介護サービスに関する情報提供 

○介護サービス事業者の公表 

○高齢者住宅等の情報提供 

○要介護（要支援）認定有効期間終了に関する通知 

介護福祉課 

03 介護職員就業支援

事業 

介護就業希望者と事業所のマッチング及び介護技能

向上のための研修に対する助成を行うことにより、介

護事業所への長期定着を促進し、介護人材不足の改善

を図る。 

また、外国人材の活用に向けた調査・検討を行うな

ど、介護人材の不足を補うための多様な方策について

検討を進める。 

【取組項目】 

○介護人材確保支援事業 

○介護職員育成支援事業 

○外国人材の活用に向けた検討 

介護福祉課 

04 介護現場の業務効

率化 

介護ロボット・ＩＣＴの活用促進に向け、研修会の実

施や北海道等の補助金を活用した支援を行い、介護業

務に係る負担軽減を支援する。 

また、事業所から市に提出する書類等の削減・簡素化

を進め、事業所における事務的な負担軽減を図る。 

介護福祉課 

05 在宅介護用品等支

給事業 

保健福祉事業として、寝たきり又は認知症により在

宅で紙おむつや寝具クリーニングを必要とする高齢者

等の家族に対し、紙おむつ等の支給やクリーニングに

対する助成を行うことにより、高齢者の在宅生活を支

援するとともに、介護者の負担軽減を図る。 

【取組項目】 

○在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 

○在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング事業 

介護福祉課 
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06 在宅寝たきり高齢

者等訪問理美容サ

ービス助成事業 

在宅で常時寝たきり認知症状のある65歳以上の方等

に対し、訪問による理美容料金を助成することにより、

衛生的に安心して理美容サービスを提供するととも

に、介護者の負担軽減にもつなげる。 

総合福祉課 

07 家族介護支援事業 介護に関する悩みや意見交換の場として在宅介護家

族講座を実施する。また、認知症等により所在不明とな

った高齢者を早期に発見するための事前登録や、見守

り反射板の交付、地域住民等への一斉配信メールを実

施し、本人及び家族への支援による再発防止を図る。 

高齢者を介護する家族等の心身の負担軽減を図り、

介護者の支援を行う。 

【取組項目】 

○介護相談及び在宅介護家族講座 

○レスパイトの推進 

○認知症高齢者等の見守りＳＯＳネットワークの推進 

介護福祉課 

08 家族介護者リフレ

ッシュ事業 

在宅で寝たきりや認知症の高齢者を介護する家族を

対象としてレクリエーションや情報交換による交流を

行い、心身のリフレッシュを図ることにより、在宅介護

の継続を支援する。 

社会福祉協議

会 

09 社会福祉法人介護

サービス利用者負

担軽減事業 

社会福祉法人が運営する介護サービス事業所の利用

者のうち、低所得者で生計の維持が困難な者に対し、利

用者負担額の一部を助成することにより、利用者の経

済的な負担軽減を図るとともに、介護サービスの利用

促進を図る。 

介護福祉課 

10 民間等介護サービ

ス利用者負担軽減

事業 

民間の事業者が運営する介護サービス事業所の利用

者のうち、低所得者で生計の維持が困難な者に対し、利

用者負担額の一部を助成することにより、利用者の経

済的な負担軽減を図るとともに、介護サービスの利用

促進を図る。 

介護福祉課 



58 

11 介護給付等費用適

正化事業 

認定調査票の点検を全件実施することで、適正に認

定調査が行われるよう実態を把握する。また、ケアプラ

ンの点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との

突合、介護給付費通知といった介護給付の適正化に向

けた主要事業を実施する。 

認定調査票の点検により、適切かつ公平な要介護認

定の確保を図るとともに、各事業の実施により、介護給

付等費用の適正化を図る。 

【取組項目】 

○要介護認定の適正化 

○ケアプランの点検 

○住宅改修等の点検 

○縦覧点検・医療情報との突合 

○介護給付費通知 

介護福祉課 

指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護サービス事業所への実地指導数 （単年度） 30件 30件 30件 

介護職員育成支援事業の年間助成件数 （単年度） 40件 40件 40件 

在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業の利用者数 

（単年度） 
3,600人 3,600人 3,600人 

認知症高齢者等の見守りＳＯＳネットワーク事業連

絡会議開催数 （単年度） 
1回 1回 1回 

社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業の軽

減対象者数 （単年度） 
450人 450 人 450 人 

民間等介護サービス利用者負担軽減事業の軽減対象

者数 （単年度） 
250人 250 人 250 人 

介護給付等費用適正化事業に係る主要５事業の実施

数 （単年度） 
5事業 5事業 5事業 

主な評価指標 
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【基本目標３】地域における包括的支援体制づくり 

高齢化が急速に進展する中、地域住民や地域の支援者、行政などが協働し、地域や個人

が抱える複合的な生活課題を解決することができるよう、地域包括ケアシステムの推進を

図ることにより、包括的な支援体制の実現を目指します。 

在宅医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活を続けていくため、

関係機関等との連携を強化し、各サービスが円滑に提供される体制の構築を図ります。 

●自立支援・重度化防止に向け、地域包括支援センターの機能強化に取り組むとともに、

地域包括支援センターについては、高齢者の相談窓口として、高齢者やその家族からの

多様な相談を受け付け、庁内や関係機関との連携による効果的な支援が行えるよう、体

制の整備に向けた取組を進めます。 

●今後増加が見込まれる認知症の人に適切に対応するため、若年性認知症を含む認知症へ

の理解を深めるための普及啓発のほか、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護

等の提供体制づくり、介護者への支援を図るとともに、認知症施策推進大綱を踏まえた

取組を進めます。 

●高齢者が安心して在宅療養生活を送ることができるよう、在宅医療における連携の拠点

である「とまこまい医療介護連携センター」において、医療・介護関係者の多職種連携

の推進、情報共有の支援等を図ることにより、切れ目のない在宅医療・在宅介護サービ

スの提供体制の構築を進めます。 

事業

NO 
施策・事業名 事業概要及び目的 担当課 

01 地域包括支援セン

ター運営協議会の

実施 

地域包括支援センターの運営が継続的かつ安定的な

ものとなるよう、地域包括支援センター運営協議会を

開催し、定期的な点検・評価を行う。 

介護福祉課 

02 地域ケア会議の実

施 

高齢者等が地域でその人らしい生活を続けられるよ

う支援するため、ケアマネジャーの資質向上及び高齢

者等の実態把握を行い、地域における包括支援ネット

ワークの構築を推進する。 

また、地域課題を地域住民と共有しながら、地域づく

り、資源開発、政策形成等につなげる。 

介護福祉課 

基本的な方向性 

具体的な施策等 
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03 地域福祉の推進 苫小牧市地域福祉計画に基づき、高齢者等が住み慣

れた地域で、共に支え合い助け合いながら安心して暮

らせるよう、住民が積極的に地域の福祉活動に参加で

きる仕組みづくりに取り組む。 

社会福祉協議会や民生委員児童委員、町内会、老人ク

ラブ等の関係団体と連携を図り、多世代が集まれる居

場所を作ることにより、住民による地域課題の解決等

を含めた地域福祉活動を推進する。 

総合福祉課 

04 高齢者世帯調査 市内に居住している65歳以上のひとり暮らし及び見

守りが必要と思われる高齢者がいる世帯を対象に、在

宅生活の実態を把握するための調査を行うことによ

り、高齢者等が住み慣れた地域で今後も暮らし続ける

ための自立生活の支援や見守り活動のための実態を把

握する。 

総合福祉課 

05 高齢者見守り活動

の推進 

市に登録した協力事業者が、高齢者宅への配達、集金

などの際に異変を感じたり、相談を受けたりした場合、

市に通報する体制づくりを進め、事業者の協力を得な

がら、地域での高齢者見守り体制を構築する。 

総合福祉課 

06 認知症サポーター

養成講座 

認知症に対する家族や地域の理解が得られるよう、

小・中・高校生等の若い世代をはじめ、地域住民を対象

に講座を実施し、認知症サポーター・認知症見守りたい

の養成を行う。 

認知症に対する知識や理解を学ぶことで、見守り・声

かけ、認知症の方の居宅へ出向く出前支援等、認知症の

方やその家族が安心して暮らせるまちづくりを目指

す。 

【取組項目】 

○認知症サポーター養成講座 

○認知症見守りたい養成講座 

介護福祉課 

07 あいサポート運動 障がいのある人に温かく接するとともに障がいのあ

る人が困っているときにちょっとした手助けや配慮を

実践する「あいサポーター」の育成を行う。様々な障が

い特性を理解し、サポートのノウハウを学ぶことで、障

がいをお持ちの方が、安心して暮らせる地域共生社会

の実現を目指す。 

障がい福祉課 
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08 認知症施策総合推

進事業 

認知症の人やその家族が受けるサービスの流れがわ

かる認知症ケアパスや初期集中支援チームにより、認

知症になっても医療・介護が一体的に受けられるよう

支援する。また、推進員の活動や認知症カフェ等を通し

て、認知症本人の方の思いを把握し、認知症の方が暮ら

しやすい共生社会を促進する。 

認知症の方や家族の視点を重視しながら、認知症に

なっても尊厳と希望を持って住み慣れた地域で自分ら

しく日常生活を過ごせる社会の実現を目指す。 

【取組項目】 

○認知症ケアパスの活用 

○認知症初期集中支援推進事業 

○認知症地域支援推進員の配置 

○認知症カフェの実施 

○若年性認知症支援ハンドブックの配布 

○世界アルツハイマーデー及び月間における普及・

啓発イベント等の開催 

介護福祉課 

09 生活支援体制整備

事業 

生活支援コーディネーターにより、ボランティア等

の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発

やそのネットワーク化を行う。また、情報共有・連携強

化の場として協議体を設置する。 

多様な関係主体間の連携・協働により、高齢者の社会

参加の推進及び生活支援サービスの充実を図る。 

介護福祉課 

10 成年後見制度の活

用促進 

成年後見制度の活用に関する普及・啓発、市民後見人

の養成やフォローアップの体制づくりを進め、高齢者

等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう

に、制度を適切に利用できる支援体制を整備する。 

総合福祉課 

11 成年後見制度利用

支援事業 

認知症、知的障がい及び精神障がいにより判断能力

が十分でない方の財産管理、日常生活上支援等が必要

となった場合、成年後見等開始市長申立て及び成年後

見制度の利用を支援し、福祉の増進に努める。 

他課と連携し情報共有を行い、申立て準備期間の短

縮及び費用の全部又は一部を助成し、権利擁護を図る。 

障がい福祉課 

介護福祉課 

12 日常生活自立支援

事業の推進 

高齢者・知的・精神に障がいがあるなどの理由によ

り、判断能力が不十分な方を対象に生活支援員が直接

訪問して、金銭管理などの支援を行うことにより、地域

における生活を継続するための支援を行う。 

社会福祉協議

会 
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13 在宅医療・介護連携

推進事業 

地域の医療・介護資源の把握や医療・介護関係者が参

画する会議の開催等により、現状分析及び課題抽出等

を行う。その上で、医療・介護に係る相談の受付、研修

会の実施及び在宅医療や看取りに関する市民への普及

啓発等により、在宅医療・介護連携を推進する。 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、切れ目のない

在宅医療と在宅介護サービスの提供体制の構築を図

る。 

介護福祉課 

14 高齢者虐待防止等

の推進 

高齢者虐待防止ネットワーク委員会を開催し、高齢

者虐待の防止に必要な連携協力体制の構築を図るとと

もに、高齢者虐待対応支援マニュアル実践版を活用し、

複雑な問題への対応能力の向上を図ることにより、高

齢者虐待の未然防止、早期発見、早期対応を行う。 

介護福祉課 

指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域包括支援センターの業務評価の実施（単年度） 毎年度実施 

認知症サポーターの養成数 （累計） 29,500人 32,000人 34,500人 

認知症施策部会の開催回数 （単年度） 年 1回以上実施 

認知症カフェ設置数 （累計） 日常生活圏域ごとに 1か所以上 

市民後見人数 （累計） 30人 32人 34人 

在宅医療・介護連携に関する地域住民への普及啓発

（市民向け講演会等） （単年度） 
年 2回実施 

在宅医療・介護連携に関する医療・介護関係者の研修 

（単年度） 
年 4回実施 

主な評価指標 
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【基本目標４】安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保に向けた取組のほか、公共施設等のバリア

フリー化など、身近な地域で高齢者が安心して暮らせる環境づくりに努めます。 

北海道胆振東部地震等の自然災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを踏まえ、

災害発生への備えや感染症の防止に向けた体制整備を進めます。 

●現在の生活を安全・安心に続けることができるよう、公営住宅や公共施設等のバリアフ

リー化、ユニバーサルデザイン化などの安全対策等に向けた取組を推進します。 

●高齢者の状況やニーズに対応し、多様な暮らしができるよう、高齢者の住まいについて

適切な確保に努めます。 

●自然災害等に対する備えとして、防災行政無線の整備による情報発信体制の構築や、介

護施設等の防災対策を進めていきます。 

●感染症対策として、介護施設等への適切な情報提供等により日常的な感染防止策を徹底

するほか、感染者発生時の対応に係る仕組みの構築に努めます。 

事業

NO 
施策・事業名 事業概要及び目的 担当課 

01 交通手段の確保 利用者ニーズに対応した公共交通サービスを提供す

るため、デマンド型コミュニティバスを引き続き運行

することにより、住民の交通手段の確保を目指す。 

まちづくり推

進課

02 公共的施設の整備 公共施設や商業施設等のバリアフリー化事業に取り

組み、高齢者や障がい者などが円滑に利用できるよう、

不特定多数の市民が利用する公共的施設の利便性の向

上を図る。 

障がい福祉課 

03 社会資本整備総合

交付金事業 

バリアフリー基本構想に基づいた特定道路のバリア

フリー化や歩道の段差解消などを行うことにより、安

全な道路交通環境を整備し、障がいのある人の歩行の

安全確保、事故防止を図る。 

道路河川課 

道路維持課 

04 公共施設のバリア

フリー化、ユニバー

サルデザイン化の

推進 

障がいの有無や年齢にかかわらず、誰もが利用しや

すい施設となるよう、苫小牧市バリアフリー基本構想

に基づく特定公園や利用頻度が多い近隣公園などの出

入口・トイレ等の改修のほか、各施設へのエレベータ

ー、スロープ及び手すりの設置等を推進し、バリアフリ

ー化を図る。 

緑地公園課 

建築課 

設備課 

基本的な方向性 

具体的な施策等 



64 

05 高齢者住宅の確保 整備計画に基づき、特別養護老人ホーム等の介護施

設等の整備を進め、待機者数の減少を図る。 

また、高齢者の生活の場として、サービス付き高齢者

向け住宅や有料老人ホーム、軽費老人ホームの設置状

況を把握し、適切な施設供給に努める。 

【取組項目】 

○介護施設等の整備 

○サービス付き高齢者向け住宅等の状況把握 

総合福祉課 

介護福祉課 

06 公営住宅の安全対

策 

新築住宅について、共有スペースにおける手すり、ス

ロープやエレベーターの設置、居室内の段差解消等、ユ

ニバーサルデザインを積極的に導入し、高齢者や障が

い者が安心して暮らせる住宅整備に努める。 

住宅課 

07 避難行動要支援者

支援体制の確立支

援 

災害時に自力で避難行動をとることが難しい要支援

者の把握のため、避難行動要支援者名簿を作成すると

ともに、町内会、民生委員・児童委員などと連携して、

災害時における要支援者の支援体制づくりを進める。 

危機管理室 

08 防災行政無線整備

事業 

無線設備のデジタル化対応とあわせて市内全域へ設

備拡充を図り、迅速かつ的確に緊急情報を発信できる

体制を構築する。 

戸別受信機の社会福祉施設への設置により、迅速か

つ的確に緊急情報を発信できる体制を構築する。 

危機管理室 

09 介護施設等の災害

対策 

北海道胆振東部地震や熊本豪雨等の災害を踏まえ、

防災マニュアルの作成など、介護施設等における自然

災害等に対する体制整備を進めることにより、緊急時

においても安心・安全な介護基盤の構築を目指す。 

介護福祉課 

10 防災備蓄品整備事

業 

新型コロナウイルス感染症対策の備蓄品として、市

内の各避難所にマスクや消毒液、非接触型体温計を整

備することにより、避難所における高齢者を含めた避

難者の感染症対策を図る。 

危機管理室 

11 介護施設等の感染

症対策 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、介

護施設等への適切な情報提供を行い、感染症に対する

日常的な対策を徹底するとともに、感染者発生時の体

制整備を進める。 

また、感染症の大規模流行時等においては、速やかに

実態を把握するとともに庁内、事業所、関係機関と情報

共有を行い、各事業やサービス提供に係る方針の調整

を行う。 

介護福祉課 
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指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

公園のバリアフリー化数 （単年度） 2か所 1か所 1か所 

ユニバーサルデザインによる公営住宅の新築戸数 

（単年度） 
60戸 30戸 60戸 

主な評価指標 


